
任免及び職員数の状況�職員給与費の状況（一般会計予算） 公表します
�職員の採用・退職の状況（平成17年4月2日～平成18年4月1日）
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※職員手当には、退職手当は含みません。佐久広域連合への出向職員1名と特別会計に属する職員10名を含みません。

�一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成18年4月1日現在）

なお、一般行政職等には佐久広域連合への出向者１名を含みます。

�定員の数値目標
平成16年3月策定の「自律・協働のまちづくり推進計画」で下記のとおり目標を定めています。

経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。
長野県については、給与の特例条例による減額後の金額です。

�職員手当の状況
○退職手当（平成17年度までの支給割合）○期末・勤勉手当（平成17年度支給割合）

給与の状況

�級別職員数の状況(平成18年4月1日現在)
平成17年度一般会計における人件費の決算額は、9億6,765万6千円で、歳出決算額47
億3,996万円に占める割合は約20.4%となっています。
この人件費には、町長、助役、教育長及び町議会議員などの特別職に支給される給料、
報酬、手当などを含みます。

※平成17年給与改定により、12月期勤勉手当の支給割合を0.05
月増としました。 【行政職給料表】
○時間外勤務手当

※長野県職員（一般行政職）1人当たり支給年額は567千円です。

勤務時間その他の勤務条件に関すること ※常勤特別職（町長、助役、教育長）は含まれません。
※平成18年度より職務内容を見直し、旧1・2級、同3・4級をそれぞれ一つの級としたため、8級制から
6級制となりました。�年次休暇の取得状況（H17.1.1～H17.12.31）�勤務時間、休憩時間の状況（平成18年7月1日からの標準的な例）
�職員の平均給料月額、平均年齢の状況

分限及び懲戒処分の状況

※長野県については、給与の特例条例による減額後の金額です。

�職員の初任給の状況
（平成18年4月1日現在）

�特別職の報酬等の状況(平成18年4月1日現在)

公平委員会の報告事項研修の状況

※長野県については、給与の特例条
例による減額後の金額です。

※給料は、特例条例により（ ）内の金額から約10%減額され
た左側の金額が支給されています。
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職種

一般行政職等

保 健 師 等

保 育 士

技 能 労 務 職

合計

目標
職員数の計画的な管理により、10%以
上の職員を削減します。（127名から少
なくとも13名を削減します）

終期

平成25年3月31日

始期

平成16年4月1日

初任給

176,800円

142,800円

170,200円

138,400円

183,800円

138,400円

区分

大学卒

高校卒

大学卒

高校卒
大学卒
（Ⅰ種）
高校卒

御代田町

長 野 県

国

経験年数15年以上～20年未満
291,150円
272,425円
362,792円
290,819円

経験年数10年以上～15年未満
268,038円
233,767円
299,502円
247,258円

経験年数7年以上～10年未満
228,300円
該当者なし
243,200円
219,883円

区 分
大学・短大卒
高 校 卒
大 学 卒
高 校 卒

御代田町

長 野 県

国・長野県

勤 勉

0.70月分

0.75月分

1.45月分

職務の級による加算有

期 末

1.40月分

1.60月分

3.00月分

御 代 田 町

勤 勉

0.70月分

0.75月分

1.45月分

職務の級による加算有

期 末

1.40月分

1.60月分

3.00月分

区分

期別

6月期

12月期

計

加算措置

長 野 県
勧奨・定年
59.28月分
42.12月分
59.28月分

自己都合
59.28月分
33.75月分
47.50月分

御代田町
勧奨・定年
59.28月分
42.12月分
59.28月分

自己都合
59.28月分
33.75月分
47.50月分

区 分
（支給率）
最高限度額
勤続25年
勤続35年

平成17年度
5,565千円
45千円

平成16年度
5,548千円
44千円

区分
支給実績

職員１人当たり平均支給年額

内 容
1年につき20日付与

翌年に最大20日繰越可能

平均取得日数

7.3

内 訳

免職0人、降任0人、降給0人、休職0人

人数

0人

分 限 処 分
職員の身分保障を前提としつつ、職責を果たすことが期待できない時に、職
員の意に反する不利益な取扱をすることをいいます。公務の能率の維持と適
正な行政運営の確保を目的としています。

内 訳

免職0人、停職0人、減給0人、戒告0人

人数

0人

懲 戒 処 分
公務員が一定の義務違反を行った場合に任命権者がその職員の責任を問うた
めの制裁です。組織の規律と秩序の維持を目的としています。

研 修 内 容

接遇研修等 3研修

一般行政職員研修等 9研修

戸籍事務研修等 8研修

区 分

1 独自研修

2 一般研修

3 専門研修

件数

0件

0件

区 分

勤務条件に関する措置の要求

不利益処分に関する不服申立ての状況

業務（技能・労務）職
平均年齢
48歳9月
46歳1月
50歳9月
46歳0月

平均給料
299,390円
340,704円
321,190円
317,254円

一 般 行 政 職
平均年齢
42歳9月
44歳1月
43歳0月
44歳1月

平均給料
322,180円
369,778円
335,010円
346,784円

区 分

御代田町
長 野 県
御代田町
長 野 県

平成18年4月1日現在

平成17年4月1日現在

期末手当

6月期1.60月分
12月分1.75月分

計3.35月分
（17年度支給割合）

月額

683,000円（758,000円）

557,000円（618,000円）

484,000円（537,000円）

290,000円

220,000円

195,000円

区分

町 長

助 役

教育長

議 長

副議長

議 員

※
給
料

報

酬

1人当たり給与費
年額（B/A)（単位：千円）

6,084
6,061

給与費（単位千円）
計（B）
675,371
678,817

期末・勤勉手当
181,911
180,463

職員手当
55,997
53,709

給料
437,463
444,645

職員数(A)

111人
112人

区分

平成18年度
平成17年度

休 憩 時 間

正午から午後1時00分まで休憩

勤 務 時 間
午前8時30分
午後5時30分

始業時刻
終業時刻

合計

122

123

課長、
局長
6級
8
8級
10

課長
補佐
5級
8
7級
5

係長、
園長
4級
26
6級
26

主査

3級
55
5級
26

副主査

4級
27

主任

2級
12
3級
19

主事

1級
13
2級
7

主事補

1級
3

区分
人数
区分
人数

※
H18

H17

標準的な
職務

1

2

年度

6

3

4

5
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